
lCl8 経営環境の大転換期における 公設試の今後の 経営に関する 研究 
その 2 : 公設試の経営の 沿革と現状 

0 佐脇政孝 ( 産 総研 ) , 好岡 浩二，戸高秀史，後藤芳一 ( 中小企業庁 ) , 中島曲玉 ( 産 総研 ) 

] . はじめに 門の大幅後退、 先端技術領域への 傾斜、 研 

慢性的な税収不足の 中、 公設試験研究機 究管理・企画部門の 強化 ) などが行われた 

関 ( 以下、 公設 試と 表記 ) は定員や予算の 2) 。 

削減など厳しい 環境の中でその 業務を行っ この結果、 公設試は研究機能を 強化し、 

ている。 また近年、 大学等が企業との 共同 研究開発成果 ( 技術シーズ ) の地域へ提供 

研究などを拡大する 中で、 企業への技術移 というミッションを 新たに負 う ようになっ 

転 という事業において、 大学も公設 試と 親 た。 

合する可能性が 出てきており、 公設 試 の 存 近年の中小企業の 技術水準の高度化に 対 

在意義や機能の 見直しを求める 声も出てき 応して公設計はさらに 高度な研究成果、 研 

ている。 こうした中、 中小企業庁は 公設試 究 能力を求められる よう になってきており   

の経営の現状を 把握するために、 県立の エ 研究機能への 傾斜は 、 限られた人材、 設備 

業系 公設計に対するアンケート 調査を実施 の中で従来の 企業支援 ( 個別企業の技術課 

した。 以下では、 その調査結果の 中からい 題の解決など ) 業務等の業務に 影響も出る 

くつかのポイントについて 紹介する。 ような状況となっている 3) 。 

( 調査の概要 ) また一方で、 国立大学や国立研究機関の 

調査方法     郵送による調査票の 発送・回収 独立行政法人化により、 共同研究という 形 

調査対象 : 都道府県立の 工業系公設 試 100 機関 での企業への 技術移転が拡大し、 公設 試の 

有効回収     83 機関 ( 回収率 83%) 技術移転業務との 競合も懸念されるよ う に 

調査時期 : 2005 年， 5 月～ 6 月 なってきている。 

2 . 公設試の沿革と 現状 

工業系の公設試は 明治 34 年の「府県 郡 

面工業試験場 及ヒ 府県 郡 工業講習所規定」 

の 制定により設置が 促進され、 昭和初期ま 

でにはほとんどの 府県に設置されている 

Ⅱ。 第二次世界大戦後は、 公設試は新しい 

都道府県に引き 継がれた。 こうした公設 試 

の 主な任務は新技術の 普及や企業が 抱える 

問題点の解決、 製品の品質保証 ( 検査成績 

証明書の発行 ) などであ った。 

1980 年代になるとテクノポリス 構想、 な 

団 団 団 

による 

図 1 かれ 

ど 高度技術に立脚した 地域振興へ注目が 集 

まり、 80 年代中頃 以降の行革の 流れを受け このように研究活動においても、 企業支 

た 公設試の大幅な 再編 ( 「衰退」地場産業部 援 というミッションにおいても 現在、 公設 
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試は存在意義や 機能の見直しを 迫られてい 

るのであ る。 

3 . 公設 試 におけるミッションや 事業の 

見直し状況 

しては、 「本庁サイドが 見直しを行い、 公設 

試の意見が反映されない」 (31.3%) や「公 

設試の働きかけに 対して本庁の 反応が鈍 

い」 (27.7%) など本庁サイドとの 認識の差 

や力関係が大きいものとなっている。 また、 

公設 試 0 8 割以上は、 基本計画など 何ら   地元企業等との 付き合い」があ り大胆な 

かの形で長期の 事業目標を設定している。 見直しの妨げになっているとの 回答も 

しかし、 この中で目標達成のために 事業や 

組織の見直しを 行っているのは 3 分のⅡ全 

体の 27.7%0) に過ぎない。 

しかし、 現在公設試を 取り巻く環境変化 

に 対し、 より大きな環境変化に 見舞われて 

いると認識している 公設計ほど、 事業や組 

織の見直しを 行っている割合が 高くなって 

おり、 組織や事業の 見直しは公設試の 環境 

認 、 識 と関連している 状況が読みとれる ( 図 

2 )o 
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特に大きな 在 化は牡じない 

      5 年に一度巡ってくるような 在化 
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桂験 したことがなりと うな 大きな 在化 

  
その他 

口目杖を肛 足 していない 田 ス % 的な目無位はないが 日 杖を投 定 

口目柱 仙 は内林 で 共有 口目杖を且立しウ 案の見 巨 しを文棚 

Ⅰ 目 杖を且 定し租巨 の 見匝 しを 実俺 口 その 他 

図 2  事業目標の設定と 事業・組織の 見直し状況 

30.1%  あ った ( 図 3  几 

公枝笘の臆見が 反攻されない 

企 たとの枯色合いで 大仁な九 % しがでさない 

本庁サイドの 反 坊の鈍さ 

公枝 甘 ⅠⅠが 机伍 的でない 

4 . 他機関と競合する 地域でのポジショ 

ニンバ 

公設計が立地している 地域 ( 泉城あ るい 

は隣接見程度 ) に、 大学 ( 理工系 ) や公的 

機関などの他の 研究機関が多く 立地してい 

るほど公設試は 競争にさらされている。 

研究開発や技術指導など、 公設 試 が企業 

に対して提供している 機能を、 地域内で主 

に 提供しているのはどこかという 質問では   

公設 試 が主たる供給主体となっているもの 

は 「技術相談」 「技術指導」 「依頼試験・ 分 

析」 「試験設備の 開放」 ( いずれも 7 割前後 

事業あ るいは組織の 見直しを行ったと 回 から 8 割が 「主たる提供機関」 と回答 ) で 

答 した公設 試 における見直しの 内容は、 「 組 あ る。 一方、 「研究開発」 では 「大学」 

織 体制を大幅に 変えた」公設計 が 56.5% と 

多いが、 これは公設 試 内部の組織変更であ 

り、 公設 試 という単独組織の 枠を超えて自 

治体内外での 役割分担まで 踏み込んだ組織 

(43.0%) が最も多く、 公設 詰 は 36.7% で 

第 2 位となっている。 この 他 「公的研究機 

関 ( 第 3 セクター研究機関など ) 」も 10.1% 

となっている ( 図 4 ) 。 

変更は 8,7% と少ない。 運用方針や規定の 「技術研修・ 講習会」「研修生の 受け入れ」 

見直しもそれぞれ 8.7% 、 13.0%0 と少ない。 

こうした見直しを 行 う 上での問題点等と 

では、 公設 試 が主な供給機関であ るが、 「技 

術研修・講習会」では「その 他機関」や「 公 
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的 研究機関」、 「研修生の受け 入れ」では「大 

学」や「公的研究機関」 もあ る程度の役割 

を果たしている。 

    20% Ⅰ O 考 GO 笘 80 片 l00 Ⅹ 

a. 研究Ⅱ 尭 

b. 技蜥柏祇 

c. 抜荷 指穂 

5. 企業の事業支援に 関する取組み 
従来、 公設試は製品開発あ るいは製造段 

階での技術的課題への 支援を中心的な 業務 

としてきた。 しかし、 製品検討 ( マーケテ 

イングなど ) 段階や開発した 製品の事業化 

段階でも技術的な 支援は必要であ る。 

中小企業における 事業化、 製品の市場化 

支援に関しては、 「積極的に行 う べき」とす     る 公設 試 が全体の 72.3% を占めている。 一 

0. 甘 杖柱材のⅡ 放 方 、 「積極的に行わなくてもよい」とする 公 
f. 技特研傍 ・ 甘宙会 

設 諸も 20 ． 5 が 0 あ る ( 図 5 ㌦ 
9. 研ト生 受け入れ 

この間で「積極的に 行 う べき」 と回答し 
  ""' 。   一 四大学■国研苦口公的研究は """""""-"-"""""" --m"" 一 " 一 -"""- 一一 曲 ロ """"""""""" その他■無目 告 l た 公設 試 における具体的方策としては「 中 

図 4  地域における 各種機能の主な 提供機関 小企業指導センタ 一などの関連組織との 業 

務 協力」 (65.0%) が最も多く、 「事業化、 

競合機関との 間のポジショニンバという 市場化支援のスキルを 持った人材採用」 ま 

観点から、 研究開発について、 「基礎的・光 で考えている 公設 試は 11.7% と少ない。 そ 

端的研究」 と 「開発・実用化研究」 への 意 の他 としては、 外部組織の活用、 専門組織 

識を見てみる。 公設 諸 にとって基礎的・ 先端 設置、 アフターフオロ 一実施等が挙げられ 

的 研究を 「不可欠の事業」 とする回答は ている。 

12.0% であ り、 ほとんどの公設 試は 、 開発・ 

実用化研究に 重点を置くべきであ り、 基礎 

的 ・先端的研究は「事業推進のひとつの 手 
宙ウ莱化 ， 市牡 七段暗にっ 

段 」 (88.0%) と回答している。 いても材種的に 技 街支担 
を 行うべき 

月ウ粟化 、 市 め 七段 偕 での 

支接は積牲 的に行わなく 

表 1  公設試の研究開発に 関する考え方 てもよい 

口車 菜化 、 市 牡 七段 偕 での 
基礎   先端研究 開発研究   実用 支援は枕権 的に行うべき 
は 不可欠 化 研究に重点 でない 

を 置くべき 口 わからない 

他機関が非常に 多く立             9@ 2             

  ( 10 以上 ) ( n Ⅰ 28)   
(N コ 83) 他機関がやや 多く立地 1  3           8  6           

(6 程度 ) (n 吉 30) 
他機関がやや 少なく 立 Ⅰ 9           8 Ⅰ           
地 ( 1   2 程度 ) (n 亡 21) 図 5  中小企業の事業支援への 意向 
他機関は立地していな   Ⅰ 0 0   0 % 
    (n 幸 l) 

一方、 「積極的に行わなくてもよい」と 回 

さらに、 この回答を他の 研究機関の立地 答 した理由としては「他の 機関が行って い 

状況別に見てみると、 他機関の立地が 増え る」、 「スキルを持った 職員がいない」が 最 

るに従って、 基礎的・先端的研究を「不可欠 も多く (52.9% 八 「職員数に制約があ り 困 

の事業」 とする回答は 減少し、 開発研究、 難 」、 「他の機関との 役割分担」等の 理由が 

実用化研究に 重点を置くべきという 回答が 挙げられている。 

増加する傾向にあ り、 競合状況によって 事 また、 どのような内容の 企業支援事業に 

業の重点の置き 方に違いが見られる ( 表 1 ) 。 取り組も う としているかを 尋ねたところ、 
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「企業と他機関等とのコーデイネート」、 

「知財取得、 活用支援」 に関しては、 既に 

実施している 公設 試 が多く   その割合はそ 

れぞれ 62.7% 、 53.0% となっている。 今後 

取り組む意向のあ る支援事業としては「プ 

ロジェクトマネジメント」 (37.3%) が最も 

多く挙げられた。 「技術を活かした 経営指 

導」 に関しては、 必要とは思 うが 実施困難 

とする公設 試が 44.6%  と多く、 必 、 要と思わ 

ない公設 試も 2  4  .1%  となっている ( 図 6  几   
    20 Ⅰ 40% 60% BO Ⅹ 100% 

車立可能性， 市粁月棄 

技衛的何 面からの販路Ⅱ 拓文担 

プロジェクトマネジメント 

技 傭を活かした 桂宮の 指汗 

知 Ⅰ 取侍 ，活用支援 

土兵 と他棋曲 とのコーティネート 

Ⅰ 今 接取り 拙む 口実 穏 は田 臆   口 無ロ 告 

図 6  企業支援事業の 実施状況 

0 お 20% 40 片 60 た 80% l00 Ⅹ 

臆報 提供 

先柑的 テーマの研究 

大学 憶 での研究成まの 弔用 研究 

実用化研究 

全集との共同研究   
技布相世 

技宙括町 

研だ憶 人材育成 

依頼 検丑 ・仁恩 

施杖 ・ 臣捉の Ⅱ 放 

" 技桂 群小 " 技能を維持 

(N Ⅰ 83)  口 世 % を九 % に 拡充 Ⅰわからない   
図 7  公設計における 今後の機能 

7 . おわりに 

公設 諸 に対するアンケート 調査の結果か 

ら、 公設試は大学など 競合する機関を 意識 

しつつ、 より中小企業の 現場に近い研究開 

6 . 公設計が考える 今後の姿 

公設 試 が提供する機能について、 機能拡 

充の意向が大きいのは、 「企業との共同研 

究」、 「実用化研究」 であ り、 大幅拡充を含 

め 、 それぞれ 85.6% 、 80.8% の公設 試 が拡 

充の意向を持っている。 

逆に縮小する 意向のあ る機能はほとんど 

ないが、 「先端的テーマの 研究」、 「研修等 

人材育成」等の 機能において 一部、 縮小意 

発や技術支援を 展開しようとしていること 

が明らかになった。 

こうした背景には、 公設 試 が置かれてい 

る厳しい環境の 中に対する危機意識があ る 

と 考えられるが、 その危機意識を 反映して、 

組織や事業の 見直しを図ったり、 これまで 

に果たしてこなかった 役割へ展開するなど 

の動きはまだ 大きなものとはなっていない。 

多くの公設 試 が今後の展開を 模索している 内 のあ る公設 試 が存在す る 状況が見てとれる。 

また、 「技術相談」 「技術指導」 「依頼 検 公設試の新たな 役割や機能再編について 

査 ・試験」 などの中核業務では 機能を維持 

まだは拡大するという 回答が多い ( 図 7 L 。 

指針となる考え 方の提示が求められている 

といえる。 

注 [ 1 コ科学技術庁「科学技術白書 平成 4 年版」 (1992) P45 

「 2 ] 愛 曹司 ほか ( ㎎ M), 「公設試験研究機関と 科学技術情勢」，『日本の 科学者 コ 第 2R 巻 3 号・ P4 

[ 3 ] 佐脇 政争「公設試験研究機関の 活動に関する 現状分析」 ( 研       術計画学会第 18 回年次学術大会報告 
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